
Ⅰ 目標に向けた取組の進捗に関する評価

ⅰ）＋ⅱ）の平均値　 　　（5.0＋4.7）／2＝4.9

ⅰ）取組の進捗（下記より該当するものを選択）

レ 目標値に対する実績に基づく進捗度（当年度実績）

番号

1

2

3

レ 代替指標に基づく進捗度（当年度実績）

番号

3

当初目標に対する取組の定性的な事業進捗（専門家評点）

番号

評価指標毎の進捗の評価の平均値 ①… 5.0

■ 地方公共団体による特記事項

■ 専門家考慮事項（妥当性）　目標設定の考え方、数値目標の根拠又は計画の進行管理の方法等、各事業の連携効果

考慮事項から、目標設定の考え方等が特に優れている：+1、妥当である：±0、改善の余地がある：-1とし、加点又は減点する ②… 0.5

ⅰ）の評価　①＋②（注：5.0を上限とする。） 5.0

Ｅ（１点）

（5×3＋4×0＋3×0＋2×0＋1×0）／3＝5.0

　※外部要因による数値への大幅な影響等があれば記載　　　　　　　　　なし

※目標値に対する実績値及び代替目標値に係る評価の例
　・本特区の目標値（代替指標を含む）に対する各評価指標の評価を合計し、平均値を算出することにより評価とする。
　　（評価指標１の評価Ｄ、２の評価Ｄ、３の評価Ｄ、４の評価Ｃの場合、（2＋2＋2＋3）／4＝2.25　四捨五入で「2.3」とする。）
　・「当初目標に対する取組の定性的な事業進捗（専門家評点）」の評価については、数値目標の達成に向けた取組の状況に
　　ついて定性的に評価する。
　・各評価指標に複数の数値目標がある場合、各数値目標の評価を寄与度に応じて加重平均したものとする。
　　（例）評価指標１について、a、b、cという３つの数値指標があり、各数値指標の進捗度および寄与度がa：C20%、b：C10%、
　　　　　c：D70%の場合、3×0.2＋3×0.1＋2×0.7＝2.3 四捨五入で「２」であるため、評価指標１の評価は「D」となる。

・がん診断装置・診断薬の開発について、旧長泉高校跡地を活用したがんの診断技術の研究開発拠点の設置
を検討しているとのことであり、既存施設を活用することは良い。
・医療関連製品の開発について、静岡がんセンターと大企業との共同研究等により、目標を大きく超える製品化
に結びついたとのことであり、連携しているように思われる。

（専門家所見（主なもの））

Ｂ（４点） その他医療関連製品の開発件数 A
Ｃ（３点） 医療機器生産金額（県内）：薬事工業生産動態統計（年報）による実績値

Ｄ（２点）

Ｅ（１点）

Ｅ（１点）

Ｂ（４点）

Ｃ（３点）
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A

進捗 評価指標 進捗度

Ａ（５点） がん診断装置・診断薬の開発件数

Ｄ（２点）

評価指標 専門家評価

Ａ（５点）

Ｂ（４点）

Ｃ（３点）

Ｄ（２点）

総合特別区域評価・調査検討会における評価結果［ライフ・イノベーション分野］

A

進捗 評価指標 進捗度

Ａ（５点） 医療機器生産金額（県内）：薬事工業生産動態統計（月報）の1月～12月の各月の和 A

代替指標

ふじのくに先端医療総合特区［指定：平成23年12月、認定：平成24年3月］
正

準

平成２４年度



ⅱ）今後の取組の方向性

番号

1

2

3

ⅱ）の評価

評価指標毎の評価の平均値 4.7

Ｄ（２点）

Ｅ（１点）

（5×2＋4×1＋3×0＋2×0＋1×0）／3＝4.7

・画像診断ロボットが製品化されるなど着実な成果を上げており、その他の目標についても成果達成の方向性、道筋
が明確である。
・医療機器生産金額等で高い目標を掲げ、着実に成果をあげていることは高く評価できる。
・特区の支援策として、本プロジェクト遂行に際し、財政支援以外に何が必要か、見解がほしい。

（専門家所見（主なもの））

Ａ（５点） がん診断装置・診断薬の開発件数 B

Ｂ（４点） その他医療関連製品の開発件数 A

Ｃ（３点） 医療機器生産金額（県内） A

方向性 評価指標 専門家評価



Ⅱ 支援措置の活用と地域独自の取組の状況（A～E）

ⅰ）＋ⅱ）の平均値 (4.2+4.6)／2＝4.4

－

4.2

ⅰ）-① ＋ ⅰ）-②　の平均値（注）　　 4.2

4.6

Ⅲ 現地調査時の指摘事項及び対応状況

Ⅳ 総合評価（Ⅰ～Ⅲ）　 (4.9+4.4)/2+0.40＝5.0（注：5.0を上限とする。）

「Ⅰ＋Ⅱの平均値」に「Ⅲ及び地方公共団体による総合評価の状況（評価書７）」を加味して算出

　

（注）ⅰ）‐①、ⅰ）‐②のいずれかに該当がない場合は「―」とし、他の項目の点数をⅰ）の点数とする。

-

ⅱ） 地域独自の取組の状況の評価
（専門家所見（主なもの））
　・地域の企業と、静岡県がんセンターの連携を軸に、着実に成果をあげていることは高く評価できる。

A
 このため、Ⅰ及びⅡの平均値（4.65）に上記所見を加味（+0.40）し、総合評価結果をA（5.0）とする。

　平成24年度は委員による現地調査は行われていない。

（専門家所見（主なもの））

・既に目標以上の成果を得るなど、進捗状況は順調であり、支援措置の活用状況も適正なも
のと評価できる。
・特区の特典をフルに活用して、予想以上の成果をあげている。
・財政支援額に対する成果（税収増加等々）を費用対効果として算出することができると更に
良い。

Ｂ

ⅰ）-① 規制の特例措置を活用した事業等の評価

ⅰ）-② 財政・税制・金融支援の活用実績の評価

　該当なし

（専門家所見（主なもの））
　・支援措置の活用状況も適正なものと評価できる。
　・規制緩和に関する活動がなく、単なる財政支援となっている。


